
人・チームのConsistency
機能・役割に対する、人材の実力や支援体制が整うこと
で、期待するパフォーマンスが出る

非公式組織とのConsistency
公式の組織と、実際の人の繋がりが一致していることで、
意思決定が円滑に行われる

定義（責任・権限・評価）のConsistency
役割・レポートラインに対して、責任・権限・人事評価権が
一致することで、指揮命令が機能する1
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組織診断サービス
～実行性ある組織の実現～

柔軟性が高い組織の必要性

求められる経営・事業価値が高度化している中、柔軟性の高い組織運営能力の獲得に向けて、マトリク
ス・タスクフォース等の高度な組織形態を導入する企業は益々増えています。

組織を設計した意図通りに動かすための要諦

しかしながら多くの企業において、高度な組織は設計した意図通りに動いていません。
意図通りに動かすためには、“3つのConsistency（一貫性）”が肝要です。

競争力・事業成果の向上

新規事業の創出

グローバルガバナンスの
確立

M&Aの成功

デジタル化への適応

求められる経営・事業成果

・
・
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マトリクス
等の
高度な
組織形態を
導入

組織デザインの方向性

 事業軸での事業推進・業績管理の強化 （事業×機能・地域の再編）

 事業軸での子会社管理の強化 （事業×機能・地域の再編）

 事業に即した商品・サービス開発の強化 （事業×直接機能の再編）

 商品軸での業績管理と顧客軸での開拓力の両立 （事業内機能再編）

 新規事業への十分なリソースの配分 （新規事業×既存事業の再編）

・・・

 事業・地域横断のリスクマネジメント確立 （機能×事業・地域の再編）

 全社横断での最適な開発・製造リソース配分（機能×事業の再編）

 デジタルケイパビリティの確立 （直接機能強化、機能×事業の再編）

・・・

 地域に根差した商品・サービス開発の強化 （地域×直接機能再編）

・・・

事業軸
強化

機能軸
強化

地域軸
強化



2

組織診断サービス “Consistency Snapshot”（一貫性診断）のご紹介
3つの診断によって貴社組織の「実行力評価」と「阻害要因特定」を支援します。

組織の
実行力診断

1
キー人材の
エクスペリエンス
診断

2
組織の
ネットワーク診断

3

診断リストを活用し、クイックに
課題と対策の特定を行います

キー人材の一連の行動に対す
る阻害要因を特定します

公式・非公式組織の情報の流
れを可視化し課題を特定します

ルール上の情報連携

実際の情報連携
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脆
弱

脆
弱
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・
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課題
営業・マーケ機能が原則地域単位での配置・レポートラインとなっているため、BU長に対して上がってくる情報は、地域最
適・断片的である（BU長にも、それをグローバル最適の観点から整理する力がない）

地域が地域内のP/L責任を100%で負っているため、あくまでも各地域の収益の最大化を念頭に置いた情報しか上がってこな
い（BUのグローバルレベルでの収益最大化、ということがほとんど意識されない）上、BU長にも適切な判断をするための情
報・能力が不足しているため、結局“声のデカイ”欧州・北米の要望実現に偏重し、グローバルレベルでの最適な計画になら
ない

開発が、既存領域、かつ内製技術に拘る傾向が非常に強く、BUの計画に対して難色を示すケースが多いため、市場のニーズ
に対応した製品供給が実現されない上、製品ポートフォリオも広がっていかない（元来技術をベースにしてきている会社
で、技術担当役員の“声”は大きく、BU長は折れざるを得ない）

各BU間のコンフリクト解消を行う上で必須となる全社の計画が形骸化しているうえ、結局は地域及び開発の意向が強く反映
された結果となるため、BU長同士の対話・調整が行われるケースはほとんどない

中区分 診断項目
事業・機能・地域の役割・機能配置 組織変革の目的（事業統制強化・リスクガバナンス強化等）に照らし合わせて、確立させたい指揮命令系統は明確か

確立させたい指揮命令系統に対して、事業（製品・顧客）・機能・地域の主従関係が逆転・曖昧化していないか
指揮命令役が統制力を発揮するために必要な機能・ケイパビリティが、指揮命令役の組織・ポジションに配置されているか
指揮命令を出す側と受ける側の機能・ケイパビリティが逆転していることで、実質的に指揮命令が効かなくなっていないか

コアポジションのミッション・役割 指揮命令系統のパスとなるコアポジションは明確か
経営執行体制ポジションのミッション・役割が適切にブレイクダウンされ、配置されているか
コアポジションに求められる人材要件は明確か
機能・ケイパビリティの不足によって指揮命令系統のパスとして機能不全に陥っていないか

レポートライン 指揮命令を現場まで効かせていくにあたり、レポートラインは明確か
事業・機能・地域の交点にあたるポジションのレポートラインは明確か
レポートラインの種類・数が多すぎて交点ポジションが発揮できないほどの役割を担っていないか
交点ポジションへの指揮命令について、上位ポジションの関わり方・主従が明確になっているか

責任・KPI レポートラインに対応した責任KPIが設定されているか
複数のレポートラインの場合、責任KPIがレポートラインに応じて分けられているか
複数のレポートラインの場合、果たせないほど多くの責任KPIを担っていないか
特に事業・機能・地域の交点にあたるポジションのKPIは、重要度・優先度が明確になっているか

権限 各コアポジションが責任を果たすために意思決定できる項目は明確か
権限委譲方針をスピードとリスクマネジメント等の観点から明確にできているか
権限委譲を促進する際にリスクを担保するための仕掛けが作られているか
特に事業・機能・地域の交点にあたるポジションに対して、本人および上位ポジションが持つ権限の分担は明確か
特に事業・機能・地域間でコンフリクトがあった際に、上位ポジションの決定権の主従は明確か

・
・
・

事業×機能
×地域の

役割・機能配置

人事評価権

責任KPI

権限

• XXと親元事業部に機能重複があり、XXから事業部への指揮命令が重複している
• XXの事業計画・管理機能に不足があり、統制力が発揮できていない
• また、アサインされている人材の実力が足りないため、事業部への指揮命令が機
能していない

• 法人を跨ぐレポートラインが、人事制度の違いから人事評価権との不整合が起
こっており、レポートラインではなく人事評価権者を向いて仕事をしている

• 「求める人材」「人事の仕組み」「人事機能の役割」が異なる中、適切な人事マネジ
メント・ガバナンスの整備が進んでいない

₋ 優秀な現地人材獲得が現状の採用・評価・報酬制度で制限されている

• 事業部がXX・親元事業に対して果たすべき財務責任KPIと整合性が明確でない
ためと、従来の目標に事業部が向かっている

• XXのミッションに則ったKPIがブレイクダウンされて事業部に渡されていないため、
果たすべき改革や動きの質的な変化が進んでいない

• 責任と連動した権限が与えられておらず責任が果たされない言い訳となっている
• レポートラインの主従に応じて「意思決定」「牽制」等の権限を分けて整備していな
いため、声の大きさで意思決定がなされている

• XXの事業戦略機能の各コアポジションから事業部への指揮命令と、親元事業部
からの支援・連携の内容が整流化されておらず、親元事業部を向いた事業運営
がなされている

コアポジションの
ミッション・役割

診断結果

主要な課題

• 複数のレポートラインを持つポジションでそれぞれのレポートラインの意味が不明
確であるため、指揮命令が一部レポートラインが機能していない

• 解くに、下位ポジションにおいて、直接親元事業部と接点があるポジションにおい
てガバナンス不全が発生している

レポートライン
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診断結果

エクスペリエンス診断

阻害要因
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